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福祉健康課のお知らせ
問合せ／子育て支援・児童福祉担当 991-1876

乳幼児医療費の支給対象が
平成20年1月診療分から変わります
乳幼児医療費の対象年齢は､現在「入院」が小学校就学前､「通院」が4歳まで(満5歳の誕

生月の月末まで。ただし1日生まれのお子様については前月まで)となっておりますが､平成
20年1月診療分から次のとおり変わります。(遡りはありません。)

平成19年12月診療分まで
（通院）4歳まで
（入院）小学校就学前まで

平成20年1月診療分から
（通院）小学校就学前まで
（入院）小学校就学前まで

問合せ／福祉健康課 991-1874

小鳩だより

絵本を読んだり見たり、紙芝居もやりますよ。
お母さん、お話し相手を探しに来ませんか。
外前野記念会館「ハーモニー」で待っています。

■日時／12月19日(水) 午前10時～正午
■場所／外前野記念会館「ハーモニー」
■対象／就学前のお子様と保護者の方
■定員／30組
■会費／無料
■申込み／12月3日(月)から役場福祉健康課へ(電話可)

子育て支援事業 主任児童委員主催

松伏町民生委員児童委員協議会広報部会

※受給者証については、平成19年12月
中に新しい受給者証を郵送します。

乳幼児医療費の支給対象が､入院･通院ともに小学校就学前までになります


